令和６年（行ウ）第５号　国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行った埋立地用途変更・設計概要変更承認処分の取消請求事件
原告　東恩納琢磨　ほか２９名
被告　国（処分行政庁　国土交通大臣）

要旨陳述
（原告ら第７準備書面について）
２０２６年１月１６日
那覇地方裁判所民事第１部合議Ａ係　御中
　　　　　　　　　　　　原告ら訴訟代理人弁護士　白　充

原告ら訴訟代理人白より、原告ら第７準備書面の要旨を陳述します。
１　本書面では、本件訴訟が提起されておよそ２年が経とうとしている現段階においてもなお、原告適格に関する主張反論しかなされていない現状を踏まえ、最新判例、被告の主張、高さ制限に関する判断枠組みについて、原告の主張を整理しました。
２　本書面ではまず、２０２３年５月９日に原告適格論について出された重要な最新判例について触れ、その意義として、①法令の文言の形式的解釈に拘泥しなかったこと、②当該法令と目的を同じくする関係法令を参酌したこと、③埋葬施設の運用による影響を考慮したこと、④原告適格判断における審理のあり方について述べられたことについて述べました。
　そして、このような最新判例の指摘を考慮すれば、提訴からやがて２年が経過しようとしている現在においてもなお、原告適格の主張反論のやり取りしかできておらず、必要な限度を超えた主張立証が漫然と継続されていないかについて、十分に振り返る余地があるのではないか、という点を指摘しています。
３　その上で、本書面では、被告が主張する原告適格判断の枠組みについて、これが行訴法や最新判例に則していないこと、根拠法規を限定的に解しても原告適格は認められること、そして仮に被告の主張を前提にしても原告適格が認められることについて述べました。
　そもそも、被告の主張の枠組みが、行訴法９条の定めに沿わないものであり、これをどう「前提」とすれば良いかについて、困惑した部分もありましたが、裁判所の問題意識とこちらの主張が噛み合っていれば幸いです。
４　最後に、本書面では、高さ制限の抵触により原告適格が認められる原告について、具体的にどの基準（規制値）を採用するかについて、福井教授による意見書（甲３７）を引用しながら主張を述べました。
５　本件類似の事案、少なくとも、原告適格判断については全く同じ枠組みが採用されるであろう事案において、那覇地裁民事第２部は、原告適格が認められる原告がいることを前提に訴訟を進行する旨述べました。
　　本件関連訴訟については、原告適格判断についてなお最高裁に係属している事案があり、裁判所としても判断に苦慮する点があるかとは思いますが、仮に原告適格判断を今すぐ示さないとしても、本案に関する主張のやりとりに移行することは可能であると考えます。
　　本件が２０２４年２月に提訴されていることを踏まえた訴訟進行を改めてお願いする次第です。　　　　　　　　　以　上
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